
奈
良
県
告
示
第
百
九
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
代
理
納
付
者
を
指
定
し
た
。

令
和
二
年
八
月
二
十
五
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

名
称
及
び
所
在
地

１

り
そ
な
カ
ー
ド
株
式
会
社

東
京
都
江
東
区
木
場
一
丁
目
五
番
二
五
号

２

京
銀
カ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

京
都
市
下
京
区
烏
丸
通
七
条
下
る
東
塩
小
路
町
七
三
一
番
地

二

納
付
さ
せ
る
歳
入

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
納
付
す
る
ふ
る
さ
と
奈
良
県
応
援
寄
附
金

三

納
付
事
務
の
取
扱
開
始
日

一
の
１

令
和
二
年
六
月
一
日

一
の
２

令
和
二
年
七
月
一
日
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